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臨床法学教育を経験して

1 はじめに

私は,神奈川大学法科大学院を1期既修 とし

て卒業 した｡新司法試験に合格後,新 しい司法

修習の 1期生 として修習生活をおくり,現在,

横浜弁護士会に登録 して,新人弁護士 として,

事件に取 り組んでいる｡

在学中,臨床法学教育 として,エクスターン

シップと登記実習を体験 した｡どちらも生きた

実務を体験でき,大変有意義であった｡それは,

その後の学修の助けになったし,新 しい修習を

送る上でも参考になった｡弁護士になった今で

ち,あのときの体験は大いに役にたっている｡

そこで,私の体験 した臨床法学教育の内容を

紹介するとともに,最後に,私なりの臨床法学

教育の課題を提示 したい と思 う｡

2 エクスターンシップについて

私が在学 していた時のエクスターンシップは,

3年次の9月に行われた｡期間は月曜から金曜

までの5日間,横浜弁護士会内の各事務所にラ

ンダムに 1名ずつ配属され,弁護士実務を体験

するとい うものであった｡私がお世話になった

事務所は,弁護士を5･6人有する横浜弁護士

会内でも中規模の事務所で,市民事件中心の有

名な事務所である｡私が配属された事務所のボ

スは,短い実習期間を有効に活用するため,見

学中心に4日間のプラン作成をして くださった｡

他の所属弁護士にも声をかけて,変わった手続

があればそちらについて行 くように段取 りをし

ていただいた｡
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おかげで初 日から,境界確定訴訟における期

日外での両当事者の現地調査を見学することが

できたo裁判官も初めての法科大学院生 とい う

こともあるのか,事件の概要を丁寧に説明して

くれた｡

2日目以降は,民事裁判での弁論準備手続,

市役所での法律相談,刑事裁判 と一通 りを体験

させていただいた｡民事の弁論準備手続や刑事

の裁判手続も,どの教科書にも書いてあること

ではあるが,1度体験すると立体的に理解でき

るようになった｡法律相談では,指導担当の弁

護士から入る前に,｢要件事実を念頭にして,

相談に臨んで下 さい｣ との指導があり,要件事

実の重要性を体験 として理解できた｡

それ以外にも,空き時間には,事務所におい

て,いろいろな弁護士から,仕事への取 り組み

や司法試験体験記,人生訓等,示唆に富む話を

多 く聞かせていただき,法曹になるためのモチ

ベーションアップになった｡

3 登記実習について

登記実習は,3年次の7月に行われた｡プロ

グラム内容は,大学での登記の講義 1日と司法

書士事務所での3日間の実習で,神奈川県司法

書士会内の各事務所にランダムに1名ずつ配属

され,司法書士実務を体験するとい うものであ

った｡私がお世話になった事務所は,司法書士

1人の個人事務所で,土地の登記手続や会社の

登記手続,債務整理等を業務内容 とする事務所

であった｡法科大学院のカリキュラムとして,
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司法書士事務所 を見学するとい うのは,全国で

も類 をみない もので,神奈川大学法科大学院の

特長 といえよう｡自己の業務 を遂行 ･拡大する

上で,隣接士業 との提携は必須であり,その上

で,司法書士事務所の業務内容を知 り得た とい

うのは大 きなものであった｡

実習内容 としては,やは り見学中心であった｡

法務局に一緒に登記の申請をい った り,事務所

に保管 されている会社の定款を見た りとい う内

容であった｡また,土地 と建物の登記簿謄本を

使 って,先生自ら読み方を解説 していただいた｡

その中で,はじめて,表示の登記は土地家屋調

査士が作成 し,権利の登記は司法書士が作成す

るとい うことを知 った｡見学中心であった とは

いえ,学生時には目にする機会のない ものを直

にみることができたとい うことは,やは り,具

体的に法を理解する上で,大 きな体験であった｡

登記実習については,エクスターンシップと

は異なり,賛否両論あるとは思 うが,地域に根

ざした法曹養成を目指す神奈川大学法科大学院

ならではのプログラムとして高い評価が得 られ

るものであったと思 う｡

4 課題

以上のように,エクスターンシップ及び登記

実習は,私にとって,非常に有意義であった｡

ただ,エクスターンシップ及び登記実習にもい

くつかの議論すべ き点があることは事実である｡

ここでは,エクスターンシップについて特に指

摘 したい と思 う｡

第 1に,期間の点である｡ほかの大学院では,

2週間 とい うところが比較的多い ようである｡

確かに,2週間あれば, もっといろいろな事件

を目にできたかもしれない｡ しか し,私は反対

である｡理念 としての臨床法学教育はわかるが,

学生はあくまでもその後の新司法試験を合格 し

て法曹になることが目的である｡エクスターン

シップは学習効果 を上げ,法曹へのモチベーシ

ョンを高める効果はあるが,2週間の間,座学

をしない (可能ではあるが,課題が出た りした

ら実際問題 として難 しい) とい うのは,時間が

限られている新司法試験受験生にとっては,考

えどころである｡

第 2に,指導内容の点である｡指導担当の弁

護士は,皆熱意のある方々である｡ただ,法科

大学院生を理解 しておらず,司法修習生 と同レ

ベルで考えている人 もいる｡新司法試験 とい う

一定の法的 レベルをクリアした修習生 と法科大

学院生 (現在は2年終了時点で行 っている)で

は,個々はともか く,集団 としてみると,法律

知識 ･法的思考能力 ともに劣 っているのが現状

である (現段階で,3回新司法試験がおこなわ

れたが,受け控えの学生が沢山いることが如実

にそのことを示 している)｡こうい った現状を

見ないで,学生の実力以上の起案をさせた り,

法的問題ではな く,事実に偏 した問題ばか りを

考えさせた りすることは,かえって有害になろ

う｡

第 3に,学生の意識 とい う点である｡

学生の中に,座学に疲れて物見遊山とい う感

覚あるいは勉強から逃避 したい とい う動機から

受講する者 もいると聞 く｡法科大学院生は,本

人からするとお客 さんなのか もしれないが,辛

件の当事者からすると ｢ミニ法曹｣ とい う認識

を有 している｡だからこそ,相談等に同席 させ

てもらえているのである｡このギャップは埋め

なければならない｡

第 4に,バ ラツキとい う点である｡私の場合

とは異なり,事件の少ない個人事務所に行 った

人の中で,ずっと書面 を読んでいた り,雑談 し

た りで一 目が過ぎてい くとい う人がいた と聞 く｡

システム上やむを得ない ところもあるが,例え

ば,3つの個人事務所で 3人 を受け持つ とい う

ような工夫 も必要であろう｡

い くつかの問題点 と私な りの意見を述べたが,

法科大学院制度 ･新司法試験制度は,まだまだ

手探 りの状態であり,臨床法学教育ははじまっ

たばか りである｡今後 も,法曹三者,隣接他業

種,法科大学院,社会が一体 となって,議論を

して改善 してい くべ きであろう｡
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